
また、本プログラムは、医療保険者が義務として実施する特定健診及び特

定保健指導（以下、「特定健診・保健指導」という。）の対象者である４０歳

から７４歳を主たる対象としてとりまとめられたものである。このうち、６

５歳から７４歳の高齢者については、地域支援事業（介護予防）の対象とも

なっていることから、その連携方策について示した。なお、７５歳以上の後

期高齢者についても、健診・保健指導の在り方、地域支援事業（介護予防）

との連携方策についても検討を行った。 

 

（４）今後の健診・保健指導 

 

１）健診・保健指導の重点の変化 

  老人保健事業では、健診の受診率を上げることに重点が置かれ、健診後の

保健指導を実施しているところでも、保健指導は付加的な役割に留まってい

たきらいがある。また、職域保健では、健診は行われていたが一部の事業所

を除いて十分な保健指導が行われていなかった。 

しかしながら、最近では、生活習慣病予備群に対する生活習慣への介入効

果についての科学的根拠が国際的に蓄積してきており、我が国においても国

保ヘルスアップ事業等において生活習慣病予備群に対する効果的なプログラ

ムが開発されてきた。さらに、メタボリックシンドロームの診断基準が示さ

れ、内臓脂肪型肥満に着目した保健指導の重要性が明らかになったところで

ある。このため、今後の健診・保健指導は、“保健指導”に重点を置いたもの

となる。 

 

２）健診・保健指導の目的 

これまでの健診・保健指導は、個別疾病の早期発見、早期治療が目的とな

っており、そのため、健診後の保健指導は「要精検」や「要治療」となった

者に対する受診勧奨を行うこと、また、高血圧、高脂血症、糖尿病、肝臓病

などの疾患を中心とした保健指導を行ってきた。 

今後の健診・保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となってい

る生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の有病者・予備群を

減少させることが目的となる。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するた

め、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につ

ながる保健指導を行う。 

 

３）保健指導の対象者 

市町村では健診の事後指導として健康相談や健康教育が行われているが、

参加できない住民も多く、一部の「要指導」者に対してのみ保健指導が行わ

れていた。また、事業所では健診後の保健指導は一部の大企業では全員を対

象として行われていたが、多くの中小企業では要指導者のみ又はほとんど指
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導が行われていないという状況であった。また、「要治療」や「要精検」とな

った者の治療状況について確認する手段が限られていたことから、これらの

者の把握が困難であった。 

  今後は、医療保険者が健診・保健指導を行うことから、健診受診者全員に

対して、必要性に応じた保健指導が行われることになる。具体的には、健診

結果及び質問項目から生活習慣病のリスクに応じて階層化し、「情報提供」、

「動機づけ支援」、「積極的支援」の保健指導を行う。また、医療保険者は、

保健指導の実施状況や、「要治療」や「要精検」となった者の治療状況が把握

できることから、保健指導が必要な対象者を把握することは容易になる。 

 

４）保健指導の内容 

  これまで、健診後の保健指導は、健診結果を通知しパンフレットなどを使

用して一般的な情報提供をする保健指導や、高血圧、糖尿病等の病態別の保

健指導が行われていた。 

  今後、健診後の保健指導は、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）

に着目した生活習慣の改善に重点を置いた指導を行う。具体的には、健診結

果から本人が身体状況を理解し、生活習慣改善の必要性を認識でき、行動目

標を自らが設定し実行できるよう、個人の行動変容をめざした保健指導を行

う。保健指導は、対象者の考えや行動変容のステージ（準備状態）を考慮し、

個別性を重視した保健指導が行われることになる。 

 

５）保健指導の方法 

  地域保健では、老人保健事業として病態ごとの健康教育や健康相談におい

て、集団及び個人に対する相談・指導が行われていたが、疾患の理解とその

予防方法を指導する傾向が強かった。老人保健事業第４次計画からは個別健

康教育が導入され、個人の行動変容を促す事業が開始されたが、この事業は

「要指導」者のごく一部の対象者に実施されていたものであった。 

  また、職域保健では、産業医や保健師等による健康支援が行われ、個人の

行動変容を促す取り組みが行われていたが、このような保健指導の実施は大

企業などのごく一部の事業所に留まっていた。 

  現在、個人の行動変容に着目をした生活習慣病予防プログラムの開発が先

進的な地域や職域で行われていることから、今後は、これを基にした保健指

導プログラムの標準化を図り、全ての医療保険者において行動変容を促す保

健指導が行われることになる。 

健診受診者全員に対して、生活習慣改善の必要性に応じた保健指導の階層

化を行い、保健指導としては、「情報提供」のみ、個別面接を含んだ「動機づ

け支援」、３ヶ月から６ヶ月程度の支援プログラムの「積極的支援」を行う。

そして、保健指導が終了した後も対象者が継続して健康的な生活習慣が維持

できるように、社会資源の活用やポピュレーションアプローチによる支援が

行われる。 
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